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             自転車と歩行者の共存を探るための研究 

      Research on the coexistence between bicycle and pedestrian 

                          谷田貝一男 （日本自転車普及協会） 

 

  １．はじめに 

 昭和４５年に道路交通法が改正され、二輪の自転車は「自転車および歩行者専用の道路標識」

が設置してある歩道を通行してもよいことになり、自転車の歩道通行が初めて認められた。続い

て昭和５３年に自転車の歩道通行に関する道路交通法の改正が再び行われ、歩道通行できる自転

車を二輪だけではなく三輪まで広げて車体の大きさで制限し、歩道通行できる条件を具体的に規

定することになった。そして平成２０年に１３歳未満と７０歳以上の人に歩道通行が認められ、

それ以外の年齢の人にも通行できる条件がさらに具体的に明示された。 

 しかし交通事故全体の件数並びに自転車に関係した事故件数が平成１６年以降減少を続けて

いる一方で、交通事故全体における自転車に関係した事故件数の割合は上昇を続け、平成１９年 

以降は２０%を超えている。その中でも自転車と歩行者との事故が、平成１２年からの１０年間

で１.５６倍１）になっている。このため、平成２３年１０月に警察庁が全国の関係機関に対して

自転車の車道走行の原則を改めて通達を出した。 

 本研究は自転車と歩行者の共存のためにすでに実施している箇所の検証を行い、そこから得ら

れた観測結果を基にしてさらにより良い方法は何かを考察するものである。 

 

  ２．自転車通行帯を用いた共存化 

 平成２０年４月１日現在全国の自転車道は１１万１８４７km に達しているが、その９３.５％

に当たる１０万４６１８km は歩道を歩行者通行帯と自転車通行帯によって分離を図っているの

である２）。しかし、自転車と歩行者との事故が増加している現状ではこの分離化の成果が現れて

いるとは言い難い。こうした中で、比較的分離が良好な箇所の観測検討を行った。 

  （観測箇所）埼玉県新座市の新座中央通り 

 埼玉県新座市東北２丁目の東武東上線志木駅南口から南に旧川越街道まで延びる都市計画道

路東久留米志木線（通称新座中央通り）のうち、駅前から１４０ｍ離れた箇所から東北２丁目南

交差点までの６４０ｍの距離には幅員１０ｍの上下各１車線の車道、その両側に幅員３.８ｍの歩

道があり、車道と歩道の間に１ｍの植栽がある（写真１）。歩道は中央に破線が引かれ自転車通

行帯と歩行者通行帯に分けられ、さらに歩道の路面上に各通行帯を示すマークが駅に向かう方向

側に２２枚、駅と反対に向かう方向側に２３枚、約２８ｍ間隔で添付されている（写真２）ほか、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真１）新座中央通り          （写真２）通行帯を示すマーク 
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歩道脇に設置してある電柱に左右で合わせて１３枚の自転車の自転車通行帯を通る告知がなさ

れている。 

 調査は駅前から６２０ｍ離れた地点の直線部分で、駅方向に向かって左側歩道上で行った。こ

の地点の歩道脇は民家とホームセンターと数件の商店である。ホームセンターには店舗利用客用

の入り口はなく商品搬入用の車両入り口だけあるが、調査時間内に車両の出入車はなかった。朝

時間帯として午前７時２５分～８時２５分、午前時間帯として午前９時５０分～１０時５０分、

２日間行った。 

（１）午前時間帯 

調査日：平成２３年６月２３日（木）くもり 午前９時５０分～１０時５０分 

自転車：９７台（他に車道左通行４台・車道右通行１台）  歩行者：６１人 

自転車の通行帯別通行台数の観測結果を図１に、歩行者の通行帯別通行者数の観測結果を図２に

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図１ 午前時間帯における自転車の通行状態 図２ 午前時間帯における歩行者の通行状態 

 （左数字は通行台数通行者数 右数字は自転車歩行者別各通行帯通行台数通行者数の割合） 

（２）朝時間帯 

調査日：平成２３年９月２７日（火）くもり 午前７時２５分～８時２５分 

自転車：１１７台（他に車道左通行５台）  歩行者：３８４人 

自転車の通行帯別通行台数の観測結果を図３に示す。歩行者は通行帯区分に関係なく歩道全体を

通行していた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           図３ 朝時間帯における自転車の通行状態 

        （左数字は通行台数 右数字は各通行帯通行台数の割合） 

 朝時間帯は３８４人の歩行者が通行帯の区別なく歩道全体を利用している中で、自転車は８

９％１０４台が自転車通行帯を走行している。これに対して午前時間帯は通行量から歩行者、自
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転車双方とも通行する際、どちらの通行帯を利用するか自ら判断することが可能である中で、自

転車の自転車通行帯通行率は朝時間帯に対して７０％に低下している。朝時間帯は通勤通学で毎

日利用していることで、通行帯の存在認識が高いことと歩行者が歩道全体に広がる中で８９％の

自転車が通行する帯の方が走行しやすいことによると推察される。 

 これに対して午前時間帯は毎日利用者の少ないことによる通行帯の存在認識の低さ並びに歩

行者通行帯を通行する自転車利用者に高齢者が多く見られたことは車道から少しでも離れたい

という意識によるもので、また歩行者は歩行者通行帯の存在意識が高いのに加えて、歩行者通行

帯の方が安全であるという意識があるとそれぞれ推察される。 

 

  ３．自転車専用路を用いた共存化 

 車道と歩道のいずれからも分離された自転車専用路の設置は平成２０年４月１日現在全国で 

１７４７km、自転車道総距離の１.６％２）に過ぎない。こうした中で、各種車両並びに歩行者の

通行量が多い箇所の観測検討を行った。 

  （観測箇所）東京都国立市の学園通り 

 東京都国立市東１丁目のＪＲ中央線国立駅南口から南にＪＲ南武線谷保駅まで延びる東京都

道１４６号国立停留所谷保線（通称大学通り）のうち、駅前から東４丁目交差点までの約１３０

０ｍの距離には幅員１４ｍの上下各２車線の車道、その両側に幅員１.７ｍの自転車専用路（写真

３）と幅員３.４ｍの歩道があり、自転車専用路と歩道の間に９ｍの植栽がある（写真４）。自転

車専用路は一方通行である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （写真３）大学通りの車道と自転車専用路    （写真４）大学通りの歩道と植栽 

 調査は自転車専用路が設置してある部分のほぼ中間地となる駅前から６５０ｍ離れた地点の

直線部分で駅方向に向かって左側歩道と自転車専用路の間の植栽脇並びに右側歩道と自転車専

用路の間の植栽脇の２箇所で行った。この地点の左側歩道脇は住宅地と一橋大学のキャンパスの

境界部にあたり、右側歩道脇は商店街と住宅地の境界部にあたる。午前時間帯として午前９時４

０分～１０時４０分に駅方向に向かって左側で、午前１０時４５分～１１時２０分に駅方向に向

かって右側で、同日行った。 

（１）午前時間帯 駅に向かって左側 

調査日：平成２３年１０月３１日（月）晴れ 午前９時４０分～１０時４０分 

自転車：３１０台（他に車道左通行８台）  歩行者：観測せず 

自転車の通行帯別通行台数の観測結果を図４に示す。 
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      図４ 午前時間帯の駅に向って左側における自転車の通行状態 

        （左数字は通行台数 右数字は各通行帯通行台数の割合） 

（２）午前時間帯 駅に向かって右側 

調査日：平成２３年１０月３１日（月）晴れ 午前１０時４５分～１１時２０分 

自転車：１６４台（他に車道左通行４台）  歩行者：観測せず 

自転車の通行帯捌通行台数の観測結果を図５に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

      図５ 午前時間帯の駅に向かって右側における自転車の通行状態 

        （左数字は通行台数 右数字は各通行帯通行台数の割合） 

 駅に向かって右側の自転車専用路並びに歩道を通行する自転車の中で歩道を通行した割合が、

駅に向かって左側の自転車専用路並びに歩道を通行する自転車の中で歩道を通行した割合より

１０ポイントも高いことが観測された。これをそれぞれの歩道における自転車の通行方向別に観

測した結果が表１である。歩道通行している自転車が並走する専用路の方向と反対方向に通行す

る割合が高い。自転車専用路は一方通行のため大学通りと直角に接している道路並びに歩道に沿

った住居や商店から車道を挟んだ反対側の自転車専用路に入るには約８０ｍ間隔に設置されて

いる横断路を利用することになりこの間は歩道を利用せざるを得ない。このため、一旦歩道上に

乗り入れた後、そのまま通行してしまう自転車も多いと推察される。 

     表１ 歩道通行する自転車の通行方向と自転車専用路の通行方向との関係 

 

 

 

 

        （駅に向かう方向を上り、駅から離れる方向を下りとする） 

 

  ４．自転車の信号遵守 

 自転車の十字交差点における信号遵守を自転車通行帯と自転車専用路においてそれぞれ観測

した。交差する道路は歩道なしの幅員５ｍで駅方向に向かって左側で行った。 

（１）自転車通行帯 
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調査日：平成２３年９月２７日（火）くもり 午前７時２５分～８時２５分 

赤信号：４０秒 青信号：４５秒 

自動車・バイク通過台数：１６台 

赤信号における遵守を直進時で、自転車と歩行者についての観測結果を図６と図７に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 図６ 自転車の直進時における赤信号遵守  図７ 歩行者の直進時における赤信号遵守 

      （左数字は通行台数通行者数 右数字は自転車歩行者別遵守の割合） 

左右折は自転車３６台、歩行者５人であったが、いずれも赤信号遵守はいなかった。 

（２）自転車専用路 

調査日：平成２３年１０月３１日（月）晴れ 午前９時４０分～１０時４０分 

赤信号：３０秒 青信号：６０秒 

自動車・バイク通過台数：測定せず 

赤信号における遵守を直進時で、自転車についての観測結果を図８に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

         図８ 自転車の直進時における赤信号遵守 

         （左数字は通行台数 右数字は遵守の割合） 

ただし、遵守４名のうち２名は交通監視員でその停止の後ろに１名がいた。 

 信号遵守率は横断路の長さ・車両の通行量・信号サイクル時間・歩行者自転車利用者の属性・

他者同調性に影響されると考えられる。元田は岩手県盛岡市内３か所において午前７時３０分か

ら９時までの朝時間帯における歩行者・自転車の信号遵守率を調査し、歩行者８０.１％、自転

車５７.５％という結果を求めている３）。元田の調査３箇所の横断路の長さは５ｍ・６ｍ・７ｍで

信号サイクル時間は１０５秒・１５０秒・１５２秒であるが車両通行量は示されていない。信号

サイクル時間が長いにも関わらず信号遵守率が高いのは車両の通行量の違いによるか、その他の

理由によるものなのかは推察できないが、自転車よりも歩行者の遵守率が高いことは今回の調査

地２地点と変わらない。 

 また元田は前方の自転車・歩行者が遵守すると後方の自転車・歩行者の遵守率が高くなること

を明らかしている。新座中央通りでは信号サイクルが約３回の間に車両１台の通過であるため、

５ｍの道路に左右折する若干の歩行者自転車の他はほとんど通過しない状態で歩行者８７％、自

転車４３％が赤信号で停止していることになる。自転車の停止は歩行者の停止に伴っているケー

スが多く、歩行者がいなく、かつ通過車両がないときは一旦停止するものの、赤信号無視するケ

ースが多かった。これに対して大学通りでは赤信号による一旦停止は皆無で、歩行者の横断があ
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るにも関わらず赤信号無視をしているケースも多く、遵守率の低さが新座中央通りや元田の調査

地と比較して際立っている。自転車通行帯より走行速度が速いため横断路を渡り切れるという感

覚と、前方の自転車が無視しているから後方の自転車も無視している結果と推察される。 

 

  ５．バス停留所の設置位置 

 バス停留所は歩道と車道の間に設置するが、その間に自転車走行空間が存在する場合の設置方

法を検証する。新座中央通りも大学通りも植栽帯が存在するため、バス停留所は両通りとも植栽

帯内に設置しているが、植栽帯と自転車走行空間の位置関係は車道に対して逆になっている（写

真５と写真６）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （写真５）新座中央通り            （写真６）大学通り 

  車道と自転車通行帯の間に植栽帯が設置   歩道と自転車専用路の間に植栽帯が設置 

  してあり、その中にバス停留所がある    してあり、その中にバス停留所がある 

 バス停留所の設置の際に考慮する点は以下のとおりである。 

   ①乗車する人が同時刻に集中することは少ない 

   ②下車する人は同時刻に停留所に留まる 

   ③バスの運行は道路交通状況によって左右されるため、ダイヤ通りにならない場合も多い 

  ◎植栽が車道に面している新座中央通りの場合 

 下車する人は停留所に降りることになる。下車の際に自転車の通行状況を確認する必要がなく、

停留所に留まりながら自転車の通行状況を確認した上で自転車通行帯を横断して歩行者通行帯

に移動することになる。このため、自転車と下車した人との接触という危険性は少なく、自転車

の走行も阻害される恐れは少ない。 

 バスの接近状況の確認は自転車の走行とは無関係に行うことができる。 

  ◎自転車専用路が車道に面している大学通りの場合 

 下車する人は自転車専用路に降りることになる。下車の際に自転車の通行状況を確認すること

は難しく、自転車側の注意のみが要求される。このため、自転車専用路にはバス停留所の直前に

速度を低下させるための柵が設置してあるが自転車と下車した人との接触という危険性は無視

できない。 

 バスの接近状況を確認する際は自転車専用路を超えて行うため、自転車の走行の阻害と接触の

危険性を含んでいる。 

 以上の考察を基にするとバス停留所の設置のためには、植栽帯は車道と自転車走行空間との間

に設けた方が自転車、バス利用者いずれにも安全性が高いといえる。 
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  ６．自転車と歩行者の共存化をめざして 

 自転車と歩行者の共存化を図るために歩道に自転車通行帯を設置している新座中央通りと歩

道とは分離された自転車専用路を設置している大学通りを比較しながら考察してみる。 

（１）新座中央通りの自転車通行帯 

 自転車と歩行者が指定された各通行帯を利用している割合が高く、両者の分離が良好といえる。

歩道に通行帯を設置したのは平成２０年１０月からで、各通行帯を示すマークは当初１００ｍ～

１８０ｍ間隔の交差点（駅に向かう側が５か所８枚、駅から来る側が６か所１０枚）のみに添付

した。しかし自転車と歩行者の接触等の苦情が市民から多数あったため、翌年マークを約２８ｍ

間隔で左右両方向計４５枚添付した後は市民からの苦情はほとんどなくなっている３）。こうした

ことから、通行帯を示すマークを多数添付するこの効果は大きいといえる。 

 また自転車の信号遵守率は５０％を下回っているものの、５ｍの横断路に車両がほとんど通過

しない状態での４３％は同じ５ｍの横断路における大学通りの自転車専用路の５％と比較する

と非常に高いともいえる。歩行者が遵守する効果が大きいと推察されるが、多数の通行帯マーク

の添付の効果も見逃せないと考える。 

 課題は自転車と歩行者の完全分離である。昼間時は通行量を考えると歩行者、自転車利用者へ

の指導を徹底化することで完全分離は可能である。朝時間帯は自転車通行帯での歩行者の利用も

多い。車道は幅員１０m の上下各１車線でバスも通行するため、車道幅を削ることは不可能であ

る。自転車専用レーンの設置を検討すると、車道の両脇に側溝があり、この部分は歩道側に傾斜

があるが舗装してあり、この条件を入れても１ｍの自転車専用レーンの設置は可能である。しか

し、バス停留所がありバス停車中の通行に課題が残るため、歩道上の自転車通行帯は削除しない

で幅員を現在の１.９ｍから１.２ｍ程度にして併用するのがよいであろう。 

（２）大学通りの自転車専用路 

 自転車専用路があるにも関わらず課題が多い。歩道通行、特に一方通行である専用路と反対方

向の通行が高い。車道の幅員が１４ｍ上下各２車線であることと、反対側専用路への横断路が８

０ｍ間隔であることが影響していると考えられる。専用路と歩道との間の植栽帯の幅が９ｍある

ことから専用路を拡幅して両方向通行も可能である。また、駅前から２６０ｍの地点の両側に駐

輪場が設置されている（写真７）が、専用路から入ることが出来ず、歩道から入ることも歩道走

行を助長している。専用路に入口を作る必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （写真７）信号は車道と兼用で停止線はない   （写真８）歩道から入る駐輪場 

 また信号遵守率が低すぎる。信号が車道と一緒であることと、車道にある停止線が専用路にな

い（写真８）のが原因の１つと考える。停止線と自転車専用信号を設置すべきである。 

（３）自転車と歩行者の共存化をめざして 
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  ◎自転車専用路 

 大学通りのような幅員１.７ｍで一方通行の自転車専用路は速度の異なる自転車間での追い抜

きも可能であるが、これと同等の設置は道路空間上から簡単に出来るものではない。また一方通

行にすると、直角に接している道路や沿道から車道を挟んだ反対側の自転車専用路に入るまでの

移動方法に課題が残る。 

  ◎自転車通行帯 

 歩道上を自転車通行帯と歩行者通行帯に分離する方法は歩道の幅員が４ｍ以上あれば、路面に

通行帯の種類を示すマークの多数の添付等の方法によってはある程度の効果も期待できるが、完

全な分離は現状の法規と利用者のルール・マナーの習得状況を鑑みると難しい。 

  ◎自転車レーン 

 今回は車道の両脇に自転車レーンを設けた箇所の観測は行わなかったが、車道の幅員との関係

からレーンの２ｍ以上の幅員の確保並びに側溝付近の傾斜に課題が残る。 

  ◎植栽の利用 

 新座中央通りも大学通りも植栽部分を一部カットしてバス停留所を設定しており、商業地域に

おいてトラック荷物搬入出用駐車場を設定している箇所もある。植栽帯が車道に面している箇所

ではこの方法は有効である。 

 

 自転車の速度は利用目的・利用者の属性等によって変わる。自転車専用路、自転車レーンの幅

員が１ｍ以下の場合、追い抜きが困難となる。このため、当面自転車レーンと歩道上の自転車通

行帯の併用を視野に入れるのもよいのではないだろうか。 

 今回の調査箇所には商店が含まれているが、商店が連続しているいわゆる商店街ではない。商

店街の特徴として次の点が挙げられる。 

  ア）自動車 ◎バス・商業用車両・一般車両の通行量が多い  

        ◎荷物の積み下ろし等による駐停車が多い 

  イ）自転車 ◎買い物のための駐輪  

        ◎通過する 

  ウ）歩道  ◎あっても狭い場合が多い  

その対策として自転車レーンを設定したとき、自転車を利用して来店した買い物客と通過自転車

との区分けや駐輪、商店の荷物積み下ろし等による車両の駐停車など、課題も多く、歩道通行の 

方法と併せて引き続き調査する必要がある。 
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